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 2020 年から実施してきたコロナお見舞金は、組合

員が新型コロナウイルスに感染した場合、「年休」「保

存休暇」「私傷病休暇」により療養している現状と身体

への負担だけでなく、精神的な負担が大きい現状から、

組合員への支援としてお見舞金を支給してきました。 

 政府は、新型コロナウイルスの対応について 5 月 8

日から２類から５類とする方針を決定しました。 

よって、コロナお見舞金の役割は果たしたことから５類

に変わることを境に、コロナお見舞金の支給を終了いた

します。 

 ２０２３年５月８日（月）までに PCR検査で陽性と判

断された組合員に支給いたします。 

 それ以降の感染は対象外となります。 

 皆様のご理解をお願いいたします。 


